
道新みらい君奨学金設置要綱 
（旧 道内私立高校生等奨学金） 

公益財団法人北海道新聞社会福祉振興基金 

（名称）  
第１条 この奨学金は、道新みらい君奨学金と称する。  
（目的）  
第２条 この奨学金は、北海道に居住する私立高校生に学費を支給し、もってその福祉の増進に寄与するも

のとする。  
（事務局）  
第３条 奨学金の事務を処理するため事務局を置く。  

２ 事務局は、北海道新聞社会福祉振興基金に置く。  
（運営要領）  
第４条 奨学金の運営その他について必要な事項は、「運営要領」に定める。  

 
付則 この要綱は ２００６年（平成１８年）１月１日から施行する。  

 ２００７年（平成１９年）９月１日一部改正  
２０１５年（平成２７年）６月３０日一部改正 
２０１８年（平成３０年）５月９日一部改正 

 

道新みらい君奨学金運営要領 
（奨学生） 
第１ 奨学生となる者は、次の条件を満たしていなければならない。 

ア 北海道に居住する私立高校生 
イ 緊急に学費の援助が必要と認められる者  

・私立高校在学中に家計者の人員整理による失業、死亡、失踪などによって経済上、就学の継続

が難しくなった者  
・災害や火災に遭い、授業料などの納付が困難な者 

ウ 就学の意志が強く、学校生活を意欲的に送っている者  
 
第２ 奨学生希望者の申請に基づき推薦者を学校長とし、道内の各私立高校で年間最大１０人程度を選考す

る。奨学金は返済不要とし、金額及び支給期間は次の通りとする。  

ア 金    額：私立高校生１人当り年間最大３０万円程度 

学費（授業料、教材費、施設維持費、特別活動費、諸経費を含む）から、就学支援金

や他の給付型奨学金を差し引いた額を支給する。 

イ 支給期間：１年間以内。ただし事情を勘案し延長することができる。 

（申請）  
第３ 奨学金の支給を受けようとする者は次の書類、添付書類を提出しなければならない。  

ア  申請書 （第１号様式） イ  誓約書 （第２号様式）  
ウ  推薦書 （第３号様式）  エ  学業成績証明書 
オ  生計中心者の源泉徴収票または市町村長の所得証明書 
カ  就学支援金通知書と授業料額を証明するものまたは滞納証明書 

（決定）  

第４ 奨学生は、事務局の書類選考に基づいて評議員会で決定し推薦者を経由して申請人に通知する。 
（奨学金の支給）  
第５ 奨学金は、一括して学校長を経由して支給する。 

（奨学金受領書）  

第６ 奨学金の支給を受けた奨学生は、奨学金受領書を学校長を経由して提出しなければならない。  

（届出）  
第７ 奨学生は、次の事項に該当する場合、保証人と連署して学校長を経由して届け出なければならない。  

ア 休学または退学したとき  
イ 保証人を変更したとき  
ウ 奨学生本人または保証人の住所の変更その他重要な事項に変更があったとき  
エ その他必要と認められる事項 

（支給停止）  
第８ 次の事項に該当することとなったときは、奨学金の支給を停止する。  

ア 退学したとき  
イ 休学または長期間欠席したとき  
ウ 学業成績不良、品行不正など奨学生として不適格となったとき  
エ 奨学金の辞退の申し出があったとき 

（返還）  
第９ すでに支給を受けた奨学金のうち、返還事由の生じた日の翌月以降の分については返還するものとす

る。ただし、特別の理由がある場合はこの限りでない。  
ア 第８に該当し、支給停止になったとき  
イ 本人が死亡したとき  
ウ その他、支給の必要がなくなったとき 

 
付則 この要領は ２００６年（平成１８年）１月１日から施行する。  

 ２００７年（平成１９年）９月１日一部改正  
 ２００９年（平成２１年）４月１日一部改正  
 ２０１０年（平成２２年）５月１３日一部改正  
 ２０１２年（平成２４年）７月１３日一部改正 
 ２０１５年（平成２７年）３月２６日一部改正 

（第一・エ項を削除） 

 ２０１５年（平成２７年）６月３０日一部改正 
（対象を国立高等専門学校生に拡大し名称変更） 

           ２０１７年（平成２９年）５月３０日一部改正 
                     （高専と私立高校生の対象と支給の条項を分離） 

  ２０１８年（平成３０年）５月９日一部改正 
                     （高専と設置要綱、運営要領を分離） 
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